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令和７年度事業計画等案について 

Ⅰ 管理運営 

  １．会議 

   (1) 総  会 

     ①定時総会 

      日  時：令和７年 5 月 22 日（木） 

      場  所：大分市（大分県）・ホテル日航大分オアシスタワー 

           意見交換会参加負担金 5,000 円（意見交換会に出席されない場合は不要） 

     ②臨時総会 

      臨時総会は、状況に応じて、秋季評議員会の開催に合わせて開催。 

   (2) 評議員会 

     ①秋季評議員会 

      日  時：令和７年 10 月下旬（ 10 月 22 日（水）の開催で検討中） 

      場  所：奈良市（奈良県）・ホテル日航奈良 

           意見交換会参加負担金 5,000 円（意見交換会に出席されない場合は不要） 

   (3) 理 事 会 

     第 1 回理事会 

      日  時：令和 7 年 4 月 22 日（火） 14 時～ 

      場  所：日比谷松本楼（東京都千代田区） 

     第 2 回理事会 

      日  時：令和 7 年 5 月 22 日（木） 

      場  所：大分市（大分県）・ホテル日航大分オアシスタワー。 

     第 3 回理事会 

      日  時：令和 7 年 7 月下旬 午後 

      場  所：東京都千代田区内 

     第 4 回理事会 

      日  時：令和 7 年 10 月下旬 （ 10 月 22 日（水）の開催で検討中） 

      場  所：奈良市（奈良県）・ホテル日航奈良 

     第 5 回理事会 

      日  時：令和 8 年 1 月下旬 午後 

      場  所：東京都千代田区内 

  ２．大規模災害支援 

     被災地からの支援要請並びに環境省からの被災地への支援に係る協力要請に対する対

応を含めできる限りの復旧・復興支援を実施する。また、国からの要請等に基づき、必

要な活動を行う。 
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Ⅱ 調査研究事業 
  １．廃棄物処理事業の経営及び技術等に関する調査研究 

     廃棄物行政に係る制度改正への適切な対応など廃棄物処理事業が抱える課題について、

各種委員会を設置し、調査検討を実施する。 

  ２．廃棄物処理事業に関する調査研究 

     廃棄物処理事業に係る実態調査等を関係団体と共同して実施する。 

  ３．要望・意見交換会等 

    ①通常総会決議に基づき廃棄物処理事業の推進に関する要望書を政府与党に提出。 

    ②廃棄物行政に係る制度の改正や関係法令の見直しに向けた意見表明や意見交換 

     会の実施。 

  ４．廃棄物処理に関する図書の出版 

    ①令和 7 年版廃棄物処理施設整備実務必携 

     発行予定：令和 7 年 7 月 

     価  格：一般価格： 9,350 円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格： 6,270 円（税込・送料全都清負担） 

    ②ごみ処理施設整備の計画・設計要領（ 2017 改訂版） 

     価  格：一般価格：29,700円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格：22,000円（税込・送料全都清負担） 

    ③汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領（ 2021 改訂版） 

     価  格：一般価格：29,700円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格：22,000円（税込・送料全都清負担） 

    ④廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領（ 2010 改訂版） 

     価  格：一般価格：33,000円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格：24,200円（税込・送料全都清負担） 

    ⑤廃棄物処理施設点検補修工事積算要領（令和 5 年度版） 

     価  格：一般価格： 4,950 円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格： 3,300 円（税込・送料全都清負担） 

    ⑥廃棄物処理施設維持管理業務積算要領（令和 5 年度版） 

     価  格：一般価格： 3,850 円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格： 2,200 円（税込・送料全都清負担） 

    ⑦機関誌「都市清掃」 

     一  冊：一般価格： 1,991 円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格： 1,415 円（税込・送料全都清負担） 

     年間購読料：一般価格：10,695円（税込・送料全都清負担） 

          会員価格： 8,495 円（税込・送料全都清負担） 
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Ⅲ 普及啓発事業 
  １．表彰等 

   ①環境大臣表彰 （令和 7 年度循環型社会形成推進功労者等）  

    令和 7 年 11 月 20 日（木） 東京商工会議所  東商渋沢ホール（東京都千代田区） 

   ②第 48 回会長表彰 

    功労賞及び有効賞 令和 7 年 5 月 22 日（木）開催の定時総会時 

    勤続賞      令和 7 年 4 月中・下旬開催の地区協議会総会時 

    参考：北海道地区協議会総会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月 24 日（木）、札幌市（総会参加負担金なし。） 

       東北地区協議会総会 

       開催日及び場所：令和7年4月10日（木）・11日（金）、弘前市（総会参加負担金なし。）  

       関東地区協議会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月 25 日（金）、千葉市（総会参加負担金なし。） 

       北陸東海地区協議会 

       開催日及び場所：令和7年4月17日（木）・18日（金）、津 市（総会参加負担金なし。）  

       近畿地区協議会総会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月中旬、京都市（総会参加負担金なし。） 

       中国・四国地区協議会総会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月 24 日（木）・ 25 日（金）、下関市 

                 （総会後の意見交換会に参加する場合は負担金あり。） 

       九州地区協議会総会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月 17 日（木）・ 18 日（金）、鹿児島市 

（総会後の意見交換会に参加する場合は負担金あり。） 

       賛助会員協議会総会 

       開催日及び場所：令和 7 年 4 月 8 日（火）、千代田区日比谷松本楼（総会参加負担金なし。） 

   ③感謝状の贈呈   令和 7 年 5 月 22 日（木）開催の定時総会時及び随時 

  ２．研修会等  

   ①春季施設見学会 

    日  時：令和 7 年 5 月 23 日（金） 

    見学施設：大分市の廃棄物処理施設を予定 

   ②秋季施設見学会 

    日  時：令和 7 年 10 月下旬（ 10 月 23 日（木）で検討中） 

    見学施設：奈良市の廃棄物処理施設を予定 

   ③廃棄物行政実務者研修会 

    日  時：令和 8 年 2 月 

    場  所：東京都千代田区内 

    参 加 費： 4,500 円（会員）、 6,000 円（一般） 
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   ④廃棄物処理施設積算要領研修会 

    日  時：令和 7 年 11 月下旬（東京会場）、 12 月上旬（大阪会場） 

    場  所：東京会場（東京都千代田区内）、大阪会場（大阪市中央区内） 

    参 加 費：維持管理 +点検補修 5,000 円（会員）、12,000円（一般） 

         維持管理のみ    2,000 円（会員）、 5,000 円（一般） 

         点検補修のみ    3,000 円（会員）、 7,000 円（一般） 

   ⑤第 47 回全国都市清掃研究・事例発表会 

    日  時：令和 8 年 1 月 21 日（水）～ 23 日（金） 

    場  所：松山市（愛媛県） 

    参 加 費：論文集 +CD  10,000円（会員）、13,000円（一般） 

         論文集のみ  7,000 円（会員）、 9,000 円（一般） 

         CD のみ   7,000 円（会員）、 9,000 円（一般） 

  ３．広報活動    

   ①ホームページや機関誌を発行し、廃棄物処理に係る情報提供や普及啓発活動を行うとと

もに本会の事業活動を広く社会に伝達する。 

   ②３Ｒ活動推進フォ－ラムの設立趣旨に賛同し、循環型社会づくり活動の一層の推進のた

め、会員として参画し、３Ｒ活動を推進する。 

  ４．国際交流    

   ＊海外の廃棄物関係団体との交流 

    ・海外の廃棄物関係団体訪問団の受入等 

    ・海外廃棄物処理事情調査団派遣  

 

Ⅳ 技術指導相談事業 

  １．技術指導相談事業  

     本事業は、廃棄物処理施設建設工事に係る技術的助言・指導を行う。 

   (1) 技術指導 

      地方自治体からの求めに応じ、その技術力を補完する立場から、次の事項について

技術指導を行う。本事業は昭和 56 年度から実施している。 

     ①ごみ処理基本計画策定、②ごみ処理施設整備事業計画策定の助言、 

③環境影響調査、④発注仕様書審査、⑤見積図書審査、⑥実施設計審査、 

⑦建設監理援助、⑧性能試験援助、⑨運転・保全業務援助 

   (2) 技術相談 

      地方自治体または民間企業等の求めに応じ、ごみ処理施設など廃棄物処理施設の建

設や維持管理に関する技術相談に応じるとともに、これらに関する技術情報の提供な

どを行う。又、廃棄物処理技術に関する問い合わせ等について専門的な立場から回

答・案内等を行う。 
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  ２．廃棄物処理技術検証・確認事業  

     全国の廃棄物処理技術の向上と相互協力の見地から、地方公共団体の立場を理解した

うえで企業が開発する廃棄物処理に係る技術について検証・確認し、地方公共団体に新

技術について技術情報提供を行う。 

 

Ⅴ 適正処理困難廃棄物対策事業 

  １．適正処理困難廃棄物対策事業 

   ①適正処理困難指定廃棄物対策協議会の運営 

     本協議会は、適正処理困難指定廃棄物の処理体制の整備に向け、関係者と協議するに

当たり市町村（会員以外の市町村も含む）の意向の集約化及び情報の把握等を行うため、

設置されており、その事務局を当法人が担当し、その運営に当たる。 

   ②関係業界との協議 

   ③国への要望等 

  ２．使用済み乾電池等広域回収・処理事業  

   1 ）管理・運営協議会の運営 

      全国の市町村（会員以外の市町村も含む）を対象に本事業を実施するため、当法人

に事務局を置いて運営に当たる。 

① 使用済み乾電池等広域回収処理事業管理・運営協議会 

     日  時 令和 8 年 1 月上旬 

     場  所 札幌市内 

    ②関係者間（運搬業者、受入事業者等）の調整 

   ２）広域・回収処理計画の策定及び事業の実施と報告 

   ３）受入事業者の処理の実施状況について実地により確認 

   ４）令和 7 年度使用済み乾電池及び使用済み蛍光管等の運搬、処理・処分に係る経費 

    (1)  使用済み乾電池及び使用済み蛍光管等の運搬、処理・処分に係る管理費等経費 

       2 円／㎏（税込） 

    (2)  使用済み乾電池及び使用済み蛍光管等の処理・処分 

       78円／kg（税別） (但し、直管形蛍光管及び環形蛍光管をリサイクル形蛍光管破 

砕機にて破砕したものは、 1 ㎏当たり73円（税別））。 

    (3)  使用済み乾電池及び使用済み蛍光管等の運搬費 

       別紙のとおり改定。 
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Ⅵ 廃棄物処理プラント保険事業 

  １．「全都清」廃棄物処理プラント保険の取扱 

     本保険は、地方自治体が所有・使用・管理する廃棄物処理施設内の機械設備に 

    係る事故等を幅広く補償する保険として、昭和 61 年 4 月に発足、 38 年の実績を重ね

ている。 

     令和 6 年 9 月現在において 64 団体（ 99 施設）が加入している。 

 

Ⅶ 令和７年度会費について 
     令和 7年度も会費規則の変更はありません。会費規則をご参照ください。 



入会金及び会費に関する規則 

 

平成 23 年 5月 26 日 通常総会決定 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、定款第７条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

（会員の種別） 

第２条 本会に、定款第５条第１項の規定により次の会員を置く。 

（１）正 会 員          

（２）賛助会員       

（３）特別会員（都道府県）本会の目的に賛同して入会した都道府県 

特別会員（法人） 本会の目的に賛同して入会した、地方公共団体の出資又は拠出

に係る法人。  

特別会員（個人） 本会の目的に賛同して入会した、清掃事業に関し学識経験を有

する個人。   

（４）名誉会員      

 

（入会金） 

第３条 会員は、入会するときに、入会金を納入しなければならない。但し、名誉会員は

除く。 

２ 入会金の額は、会員種別に応じて各号のとおりとする。 

（１）正 会 員       10,000 円 

（２）賛助会員       500,000 円 

（３）特別会員（都道府県）  5,000 円 

特別会員（法人）   10,000 円 

特別会員（個人）    2,000 円 

 

（会 費） 

第４条 会員は、入会するときに年会費を、以後毎年年会費を納入しなければならない。但

し、名誉会員は除く。 

２ 年会費は、会員種別に応じて各号のとおりとする。 

（１）正 会 員  別表１のとおりとする。 

（２）賛助会員  別表２のとおりとする。 

（３）特別会員（都道府県）  年額 30,000 円 

特別会員（法人）   年額 50,000 円 

特別会員（個人）   年額 10,000 円 



３ 特別会員（個人）については、理事会が別に定めるところにより、会費を免除するこ

とができる。 

（入会金、会費の納入等） 

第５条 入会金は入会のとき、会費は毎年度当初に金額及び納入期日を会員に通知するも

のとし、通知を受けた会員は指定の期日までに納入しなければならない。 

２ 年度の中途で入会する会員の会費については、会費にその年度の残月数を乗じて１２

で除した金額を徴収する。（円未満切捨て） 

３ 年度の中途で退会した場合、又は除名された場合においても、その年度の会費年額を

納入しなければならない。 

 

附 則 

 この規則は、公益社団法人全国都市清掃会議の設立の登記の日（平成 24 年 4 月 1 日）か

ら施行する。 

 

別表１（第４条第２項第１号） 

人口区分 年 会 費（円） 備   考 

５００万人以上 ２,４１６,０００ １ 人口区分は、前年度４月１日の人口（総

務省統計局の４月１日人口）による。 

２ 一部事務組合及び広域連合の会費額

は、構成市区町村の合計の人口により算

出する。但し、その中に会員市区町村が

含まれる場合は、その人口を差引いた人

口により算出する。 

また、会員市区町村のみで構成する場

合は、５万人未満の人口区分を適用する。 

５００万人未満 １,２１３,０００ 

１５０万人未満 ７０９,０００ 

 ９０万人未満    ４５８,０００ 

 ７０万人未満    ３４６,０００ 

 ５０万人未満    ２４３,０００ 

 ４０万人未満    １９０,０００ 

 ３０万人未満    １５０,０００ 

 ２０万人未満 １１６,０００ 

 １５万人未満    １０４,０００ 

 １０万人未満     ９２,０００ 

  ５万人未満     ８０,０００ 

 

別表２（第４条第２項第２号） 

資本金額 年 会 費（円） 備   考 

１０億円以上 ４７０，０００ １ 資本金額は、前年度４月１日の資本金

による。 １０億円未満 ３６０，０００ 

 １億円未満 ２５０，０００ 

 １千万円未満 １９０，０００ 
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